
（３）定置漁業権 

漁業権の存続期間：平成３０年９月１日から平成３５年８月３１日まで 

 

免 許 番 号 定  第  １  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 3月 1日から  11月30日まで 

2 漁場の位置 

加賀市黒崎町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯36度21分00秒9、東経136度16分07秒0の点 

イ 北緯36度21分17秒7、東経136度16分20秒0の点 

ウ 北緯36度20分52秒8、東経136度16分41秒8の点 

エ 北緯36度20分46秒3、東経136度16分36秒9の点 

 

地 元 地 区 加賀市片野町、黒崎町、橋立町、小塩町及び田尻町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ２  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 3月 1日から  11月30日まで 

2 漁場の位置 

加賀市塩浜町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯36度23分05秒1、東経136度18分54秒1の点 

イ 北緯36度23分25秒8、東経136度18分41秒4の点 

ウ 北緯36度23分35秒2、東経136度19分02秒7の点 

エ 北緯36度23分13秒9、東経136度19分13秒0の点 

 

地 元 地 区 加賀市橋立町、小塩町、田尻町、塩浜町、篠原町及び伊切町 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ３  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 3月 1日から  11月30日まで 

2 漁場の位置 

加賀市塩浜町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯36度22分43秒3、東経136度19分08秒1の点 

イ 北緯36度23分05秒1、東経136度18分54秒1の点 

ウ 北緯36度23分13秒9、東経136度19分13秒0の点 

エ 北緯36度22分51秒2、東経136度19分26秒3の点 

 

地 元 地 区 加賀市橋立町、小塩町、田尻町、塩浜町、篠原町及び伊切町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ４  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

羽咋市滝町地先 

3 漁場の区域 

次のアからカまでの各点を順次結んだ線及びカの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯36度55分30秒7、東経136度42分32秒3の点 

イ 北緯36度55分37秒3、東経136度42分30秒3の点 

ウ 北緯36度55分39秒4、東経136度42分41秒3の点 

エ 北緯36度55分50秒1、東経136度42分42秒1の点 

オ 北緯36度55分49秒4、東経136度43分04秒2の点 

カ 北緯36度55分34秒2、東経136度43分09秒1の点 

 

地 元 地 区 羽咋市滝町及び一ノ宮町 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ７  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

羽咋郡志賀町西海風無地先 

3 漁場の区域 

次のアからウまでの各点を順次結んだ線及びウの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度07分57秒2、東経136度41分12秒6の点 

イ 北緯37度07分19秒8、東経136度41分01秒8の点 

ウ 北緯37度07分27秒8、東経136度40分49秒0の点 

 

 

地 元 地 区 羽咋郡志賀町西海風戸、西海風無、西海千ノ浦及び西海久喜 

 

 

免 許 番 号 定  第  ８  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日で 

2 漁場の位置 

羽咋郡志賀町西海風無地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度07分27秒8、東経136度40分49秒0の点 

イ 北緯37度07分05秒5、東経136度40分23秒8の点 

ウ 北緯37度07分25秒3、東経136度40分09秒3の点 

エ 北緯37度07分35秒7、東経136度40分36秒7の点 

 

地 元 地 区 羽咋郡志賀町西海風戸、西海風無、西海千ノ浦及び西海久喜 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ９  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

羽咋郡志賀町西海風無地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度07分57秒2、東経136度41分12秒6の点 

イ 北緯37度07分27秒8、東経136度40分49秒0の点 

ウ 北緯37度07分38秒9、東経136度40分31秒3の点 

エ 北緯37度08分00秒8、東経136度41分06秒3の点 

 

地 元 地 区 羽咋郡志賀町西海風戸、西海風無及び西海千ノ浦 

 

 

免 許 番 号 定  第  １０  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 たい定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

輪島市門前町鹿磯地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度17分37秒2、東経136度42分32秒0の点 

イ 北緯37度17分38秒8、東経136度41分56秒1の点 

ウ 北緯37度18分02秒0、東経136度42分03秒6の点 

エ 北緯37度18分02秒3、東経136度42分36秒7の点 

 

地 元 地 区 輪島市門前町鹿磯及び深見 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  １１  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 たい定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

輪島市門前町鹿磯地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度17分34秒2、東経136度43分15秒5の点 

イ 北緯37度17分37秒2、東経136度42分32秒0の点 

ウ 北緯37度18分02秒3、東経136度42分36秒7の点 

エ 北緯37度17分42秒3、東経136度43分14秒3の点 

 

地 元 地 区 輪島市門前町鹿磯及び深見 

 

 

免 許 番 号 定  第  １２  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 たい定置漁業 3月 1日から  11月30日まで 

2 漁場の位置 

輪島市大沢町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度23分03秒1、東経136度48分28秒5の点  

イ 北緯37度23分36秒5、東経136度48分09秒6の点 

ウ 北緯37度23分43秒0、東経136度48分32秒3の点 

エ 北緯37度23分09秒0、東経136度48分37秒5の点 

 

地 元 地 区 輪島市上大沢町、大沢町、赤崎町、下山町、小池町及び鳳至町 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  １３  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 たい定置漁業 3月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

輪島市深見町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度24分43秒6、東経136度56分44秒9の点 

イ 北緯37度25分43秒4、東経136度56分35秒1の点 

ウ 北緯37度25分49秒0、東経136度57分02秒6の点 

エ 北緯37度24分53秒6、東経136度57分10秒1の点 

 

地 元 地 区 輪島市名舟町、野田町、白米町、深見町、惣領町、大野町及び鳳至町 

 

 

免 許 番 号 定  第  １４  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 3月 1日から  11月30日まで 

2 漁場の位置 

輪島市町野町曽々木地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度28分01秒9、東経137度04分46秒4の点 

イ 北緯37度28分47秒3、東経137度03分57秒8の点 

ウ 北緯37度28分43秒4、東経137度04分39秒7の点 

エ 北緯37度28分08秒7、東経137度04分56秒0の点 

 

地 元 地 区 輪島市町野町曽々木及び珠洲市真浦町 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  １５  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

珠洲市三崎町小泊地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度26分45秒0、東経137度21分44秒4の点 

イ 北緯37度26分20秒4、東経137度22分12秒6の点 

ウ 北緯37度26分05秒4、東経137度21分39秒0の点 

エ 北緯37度26分39秒0、東経137度21分22秒8の点 

 

地 元 地 区 珠洲市三崎町伏見、小泊、雲津及び蛸島町 

 

 

免 許 番 号 定  第  １６  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

珠洲市蛸島町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度25分56秒1、東経137度19分42秒5の点 

イ 北緯37度25分28秒6、東経137度20分39秒8の点 

ウ 北緯37度25分13秒2、東経137度20分09秒6の点 

エ 北緯37度25分45秒0、東経137度19分16秒4の点 

 

地 元 地 区 珠洲市三崎町雲津及び蛸島町 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  １７   号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

珠洲市正院町正院地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度25分21秒3、東経137度18分00秒0の点 

イ 北緯37度24分59秒4、東経137度18分48秒9の点 

ウ 北緯37度24分45秒3、東経137度18分32秒5の点 

エ 北緯37度24分34秒0、東経137度18分41秒8の点 

オ 北緯37度24分30秒2、東経137度18分37秒1の点 

カ 北緯37度25分10秒3、東経137度17分45秒4の点 

 

地 元 地 区 珠洲市蛸島町、正院町川尻、正院町正院及び野々江町 

 

 

免 許 番 号 定  第  １８  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

珠洲市宝立町鵜飼地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度23分19秒2、東経137度16分34秒8の点 

イ 北緯37度23分21秒6、東経137度17分13秒8の点 

ウ 北緯37度23分03秒6、東経137度17分10秒2の点 

エ 北緯37度23分12秒0、東経137度16分36秒0の点 

 

地 元 地 区 珠洲市宝立町春日野、宝立町鵜飼及び宝立町鵜島 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  １９  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字小浦地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度17分38秒7、東経137度11分38秒3の点 

イ 北緯37度17分25秒6、東経137度11分39秒3の点 

ウ 北緯37度17分25秒7、東経137度11分29秒2の点 

エ 北緯37度17分38秒9、東経137度11分30秒5の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字小浦 

 

 

免 許 番 号 定  第  ２０  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字小浦地先 

3 漁場の区域 

次のアからクまでの各点を順次結んだ線及びクの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度17分47秒2、東経137度11分25秒9の点 

イ 北緯37度17分25秒7、東経137度11分29秒2の点 

ウ 北緯37度17分25秒6、東経137度11分35秒8の点 

エ 北緯37度17分16秒5、東経137度11分40秒4の点 

オ 北緯37度17分15秒6、東経137度11分25秒8の点 

カ 北緯37度16分33秒5、東経137度11分22秒4の点 

キ 北緯37度16分33秒2、東経137度11分14秒6の点 

ク 北緯37度17分47秒3、東経137度11分07秒7の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字小浦及び字羽根 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ２１  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字羽根地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度17分43秒3、東経137度10分42秒7の点 

イ 北緯37度17分27秒2、東経137度10分50秒5の点 

ウ 北緯37度17分26秒4、東経137度10分35秒3の点 

エ 北緯37度17分43秒8、東経137度10分35秒7の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字羽根 

 

 

免 許 番 号 定  第  ２２  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字宇出津地先 

3 漁場の区域 

次のアからキまでの各点を順次結んだ線及びキの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度17分42秒2、東経137度09分53秒5の点 

イ 北緯37度17分12秒8、東経137度10分23秒5の点 

ウ 北緯37度17分03秒0、東経137度10分07秒7の点 

エ 北緯37度16分12秒7、東経137度10分19秒4の点 

オ 北緯37度16分11秒1、東経137度10分12秒6の点 

カ 北緯37度17分02秒7、東経137度09分56秒4の点 

キ 北緯37度17分40秒5、東経137度09分35秒1の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字宇出津 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ２３  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字藤波地先 

3 漁場の区域 

次のアからキまでの各点を順次結んだ線及びキの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度17分30秒1、東経137度08分33秒2の点 

イ 北緯37度16分55秒2、東経137度09分18秒2の点  

ウ 北緯37度16分48秒3、東経137度09分03秒7の点 

エ 北緯37度16分16秒2、東経137度09分09秒6の点 

オ 北緯37度16分15秒4、東経137度09分05秒4の点  

カ 北緯37度16分48秒0、東経137度08分54秒7の点 

キ 北緯37度17分24秒1、東経137度08分24秒6の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字藤波 

 

 

免 許 番 号 定  第  ２４  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字波並地先 

3 漁場の区域 

次のアからカまでの各点を順次結んだ線及びカの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度16分59秒9、東経137度07分38秒9の点 

イ 北緯37度16分35秒1、東経137度08分19秒4の点 

ウ 北緯37度16分26秒1、東経137度08分06秒9の点 

エ 北緯37度16分08秒9、東経137度08分15秒2の点 

オ 北緯37度16分06秒9、東経137度08分11秒9の点 

カ 北緯37度16分54秒7、東経137度07分22秒2の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字波並 

 



 

免 許 番 号 定  第  ２５  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字七見地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度15分52秒1、東経137度06分45秒5の点 

イ 北緯37度15分31秒7、東経137度07分34秒4の点 

ウ 北緯37度15分14秒2、東経137度07分25秒9の点 

エ 北緯37度15分44秒4、東経137度06分32秒1の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字七見及び字矢波 

 

 

免 許 番 号 定  第  ２６  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字七見地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度16分04秒2、東経137度06分08秒3の点 

イ 北緯37度16分01秒8、東経137度06分34秒3の点 

ウ 北緯37度15分52秒5、東経137度06分26秒8の点 

エ 北緯37度16分02秒4、東経137度06分07秒2の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字七見 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ２７ 号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字七見地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度15分24秒5、東経137度06分03秒9の点 

イ 北緯37度15分22秒8、東経137度06分48秒7の点 

ウ 北緯37度15分07秒0、東経137度06分40秒9の点 

エ 北緯37度15分20秒2、東経137度06分02秒6の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字七見 

 

 

免 許 番 号 定  第  ２８  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字鵜川地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度14分21秒3、東経137度06分18秒4の点 

イ 北緯37度14分17秒5、東経137度07分06秒8の点 

ウ 北緯37度13分56秒1、東経137度06分55秒8の点 

エ 北緯37度14分09秒2、東経137度06分10秒1の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字鵜川 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ２９  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字鵜川地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度14分27秒6、東経137度06分02秒1の点 

イ 北緯37度14分24秒4、東経137度06分15秒2の点 

ウ 北緯37度14分18秒4、東経137度06分10秒1の点 

エ 北緯37度14分25秒3、東経137度06分00秒3の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字鵜川 

 

 

免 許 番 号 定  第  ３０  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字鵜川地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度14分32秒4、東経137度05分53秒1の点 

イ 北緯37度14分30秒6、東経137度06分04秒3の点 

ウ 北緯37度14分24秒1、東経137度05分59秒3の点 

エ 北緯37度14分30秒5、東経137度05分52秒0の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字鵜川 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ３１  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡能登町字鵜川地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度14分35秒1、東経137度05分39秒6の点 

イ 北緯37度14分33秒0、東経137度05分52秒2の点 

ウ 北緯37度14分25秒6、東経137度05分47秒4の点 

エ 北緯37度14分33秒2、東経137度05分38秒1の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字鵜川 

 

 

免 許 番 号 定  第  ３２  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡穴水町字竹太地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度13分59秒9、東経137度05分51秒3の点 

イ 北緯37度13分57秒5、東経137度06分06秒5の点 

ウ 北緯37度13分48秒1、東経137度06分01秒4の点 

エ 北緯37度13分57秒4、東経137度05分50秒0の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字鵜川及び穴水町字竹太 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ３３  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡穴水町字古君地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度14分13秒1、東経137度05分03秒0の点 

イ 北緯37度14分11秒8、東経137度05分13秒8の点 

ウ 北緯37度14分04秒0、東経137度05分09秒0の点 

エ 北緯37度14分10秒7、東経137度05分01秒2の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字鵜川及び穴水町字古君 

 

 

免 許 番 号 定  第  ３４  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡穴水町字古君地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度13分41秒3、東経137度05分09秒7の点 

イ 北緯37度13分38秒9、東経137度05分22秒9の点 

ウ 北緯37度13分32秒2、東経137度05分18秒1の点 

エ 北緯37度13分38秒6、東経137度05分07秒9の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字鵜川及び穴水町字古君 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ３５  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡穴水町字前波地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度13分00秒6、東経137度04分45秒2の点 

イ 北緯37度12分45秒4、東経137度05分32秒8の点 

ウ 北緯37度12分24秒3、東経137度05分22秒0の点 

エ 北緯37度12分43秒4、東経137度04分34秒1の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字鵜川及び穴水町字前波 

 

 

免 許 番 号 定  第  ３６  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡穴水町字沖波地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度11分49秒2、東経137度04分45秒9の点 

イ 北緯37度11分49秒1、東経137度05分02秒6の点 

ウ 北緯37度11分41秒3、東経137度05分00秒8の点 

エ 北緯37度11分45秒4、東経137度04分44秒7の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能登町字鵜川及び穴水町字沖波 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ３７  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡穴水町字沖波地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度12分11秒3、東経137度03分42秒9の点 

イ 北緯37度11分53秒5、東経137度03分56秒8の点 

ウ 北緯37度11分48秒3、東経137度03分40秒9の点 

エ 北緯37度12分09秒3、東経137度03分36秒6の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡穴水町字沖波及び七尾市能登島鰀目町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ３８  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡穴水町字甲地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度11分36秒4、東経137度02分55秒4の点 

イ 北緯37度11分33秒0、東経137度03分13秒6の点 

ウ 北緯37度11分30秒5、東経137度03分13秒7の点 

エ 北緯37度11分24秒1、東経137度02分57秒6の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡穴水町字甲及び七尾市能登島鰀目町 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ３９  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡穴水町字甲地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度11分24秒9、東経137度02分09秒7の点 

イ 北緯37度11分04秒3、東経137度02分29秒6の点 

ウ 北緯37度10分59秒6、東経137度02分08秒0の点 

エ 北緯37度11分21秒9、東経137度01分59秒3の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡穴水町字甲及び七尾市能登島八ケ崎町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ４０  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡穴水町字沖波地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度11分05秒9、東経137度04分18秒2の点 

イ 北緯37度11分15秒5、東経137度04分37秒5の点 

ウ 北緯37度11分04秒1、東経137度04分41秒1の点 

エ 北緯37度11分03秒2、東経137度04分18秒9の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡能都町字鵜川及び穴水町字沖波 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ４１  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

鳳珠郡穴水町字沖波地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度10分52秒6、東経137度04分29秒9の点 

イ 北緯37度10分54秒6、東経137度04分58秒7の点 

ウ 北緯37度10分40秒5、東経137度04分57秒3の点 

エ 北緯37度10分47秒5、東経137度04分28秒7の点 

 

地 元 地 区 鳳珠郡穴水町字沖波及び七尾市能登島鰀目町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ４２  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市能登島八ヶ崎町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度10分36秒1、東経137度04分27秒2の点 

イ 北緯37度10分34秒1、東経137度04分46秒3の点 

ウ 北緯37度10分24秒4、東経137度04分42秒6の点 

エ 北緯37度10分33秒1、東経137度04分25秒7の点 

 

地 元 地 区 七尾市能登島祖母ヶ浦町、能登島八ヶ崎町及び能登島鰀目町 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ４３  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市能登島祖母ヶ浦町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度10分19秒7、東経137度02分40秒2の点 

イ 北緯37度10分33秒8、東経137度02分31秒4の点 

ウ 北緯37度10分35秒8、東経137度02分40秒9の点 

エ 北緯37度10分20秒7、東経137度02分43秒1の点 

 

地 元 地 区 七尾市能登島祖母ヶ浦町、能登島八ヶ崎町及び能登島鰀目町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ４４  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市能登島祖母ヶ浦町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度10分27秒8、東経137度03分15秒7の点 

イ 北緯37度10分46秒1、東経137度03分22秒1の点 

ウ 北緯37度10分41秒2、東経137度03分34秒4の点 

エ 北緯37度10分25秒3、東経137度03分21秒1の点 

 

地 元 地 区 七尾市能登島祖母ヶ浦町、能登島八ヶ崎町及び能登島鰀目町 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ４５  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市能登島八ヶ崎町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度10分20秒0、東経137度03分25秒9の点 

イ 北緯37度10分35秒8、東経137度03分45秒1の点 

ウ 北緯37度10分20秒8、東経137度03分50秒9の点 

エ 北緯37度10分15秒8、東経137度03分27秒3の点 

 

地 元 地 区 七尾市能登島祖母ヶ浦町、能登島八ヶ崎町及び能登島鰀目町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ４６  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市能登島八ヶ崎町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度09分56秒8、東経137度03分22秒9の点 

イ 北緯37度10分10秒0、東経137度03分51秒4の点 

ウ 北緯37度09分57秒4、東経137度03分56秒2の点 

エ 北緯37度09分50秒1、東経137度03分26秒2の点 

 

地 元 地 区 七尾市能登島祖母ヶ浦町、能登島八ヶ崎町及び能登島鰀目町 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ４７  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市能登島鰀目町地先 

3 漁場の区域 

次のアからキまでの各点を順次結んだ線及びキの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度09分53秒9、東経137度04分24秒4の点 

イ 北緯37度10分07秒8、東経137度05分00秒7の点 

ウ 北緯37度09分45秒8、東経137度05分04秒8の点 

エ 北緯37度09分24秒9、東経137度05分59秒7の点 

オ 北緯37度09分18秒6、東経137度05分56秒1の点 

カ 北緯37度09分42秒6、東経137度04分53秒1の点 

キ 北緯37度09分39秒6、東経137度04分30秒6の点 

 

地 元 地 区 七尾市能登島祖母ヶ浦町、能登島八ヶ崎町及び能登島鰀目町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ４８  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市能登島鰀目町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度09分37秒4、東経137度03分44秒1の点 

イ 北緯37度09分50秒7、東経137度04分25秒8の点 

ウ 北緯37度09分31秒1、東経137度04分34秒3の点 

エ 北緯37度09分27秒7、東経137度03分58秒9の点 

 

地 元 地 区 七尾市能登島祖母ヶ浦町、能登島八ヶ崎町及び能登島鰀目町 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ４９  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市能登島鰀目町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度09分22秒8、東経137度03分37秒8の点 

イ 北緯37度09分29秒0、東経137度03分50秒4の点 

ウ 北緯37度09分17秒5、東経137度03分56秒1の点 

エ 北緯37度09分10秒7、東経137度03分41秒4の点 

 

地 元 地 区 七尾市能登島祖母ヶ浦町、能登島八ヶ崎町及び能登島鰀目町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ５０  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市能登島野崎町地先 

3 漁場の区域 

次のアからキまでの各点を順次結んだ線及びキの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度08分11秒0、東経137度04分14秒5の点 

イ 北緯37度08分11秒7、東経137度04分50秒2の点 

ウ 北緯37度07分53秒3、東経137度04分51秒5の点 

エ 北緯37度07分45秒4、東経137度05分20秒5の点 

オ 北緯37度07分39秒7、東経137度05分20秒0の点 

カ 北緯37度07分47秒6、東経137度04分49秒7の点 

キ 北緯37度07分49秒9、東経137度04分11秒0の点 

 

地 元 地 区 七尾市能登島鰀目町、能登島野崎町及び鵜浦町 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ５１  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市能登島野崎町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度07分57秒5、東経137度03分48秒0の点 

イ 北緯37度08分06秒0、東経137度04分08秒3の点 

ウ 北緯37度07分53秒3、東経137度04分10秒8の点 

エ 北緯37度07分49秒6、東経137度03分50秒9の点 

 

地 元 地 区 七尾市能登島野崎町及び能登島鰀目町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ５２  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市能登島野崎町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度07分18秒4、東経137度03分26秒3の点 

イ 北緯37度07分18秒7、東経137度03分55秒2の点 

ウ 北緯37度07分09秒7、東経137度03分50秒0の点 

エ 北緯37度07分12秒3、東経137度03分22秒3の点 

 

地 元 地 区 七尾市能登島野崎町 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ５３  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市鵜浦町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度06分31秒1、東経137度04分20秒2の点 

イ 北緯37度06分37秒6、東経137度04分37秒8の点 

ウ 北緯37度06分29秒0、東経137度04分41秒7の点 

エ 北緯37度06分27秒3、東経137度04分21秒8の点 

 

地 元 地 区 七尾市鵜浦町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ５４  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 たら定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市鵜浦町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度06分12秒9、東経137度04分42秒0の点 

イ 北緯37度06分18秒0、東経137度04分55秒2の点 

ウ 北緯37度06分08秒4、東経137度04分57秒3の点 

エ 北緯37度06分08秒7、東経137度04分43秒1の点 

 

地 元 地 区 七尾市鵜浦町 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ５５  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市鵜浦町地先 

3 漁場の区域 

次のアからキまでの各点を順次結んだ線及びキの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度05分32秒0、東経137度04分31秒5の点 

イ 北緯37度05分40秒5、東経137度05分05秒7の点 

ウ 北緯37度05分21秒5、東経137度05分02秒4の点 

エ 北緯37度05分16秒7、東経137度05分08秒3の点 

オ 北緯37度05分15秒2、東経137度05分06秒7の点 

カ 北緯37度05分21秒1、東経137度04分52秒0の点 

キ 北緯37度05分20秒1、東経137度04分29秒7の点 

 

地 元 地 区 七尾市鵜浦町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ５６  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市江泊町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度03分26秒4、東経137度04分49秒0の点 

イ 北緯37度02分43秒8、東経137度05分34秒5の点 

ウ 北緯37度02分32秒0、東経137度05分25秒7の点 

エ 北緯37度02分43秒7、東経137度04分40秒9の点 

 

地 元 地 区 七尾市江泊町及び庵町 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ５７  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市江泊町地先 

3 漁場の区域 

次のアからオまでの各点を順次結んだ線及びオの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度03分44秒1、東経137度04分12秒4の点 

イ 北緯37度03分45秒4、東経137度04分27秒3の点 

ウ 北緯37度03分26秒4、東経137度04分49秒0の点 

エ 北緯37度02分43秒7、東経137度04分40秒9の点 

オ 北緯37度02分54秒2、東経137度04分02秒5の点 

 

地 元 地 区 七尾市江泊町及び庵町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ５８  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市江泊町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度03分37秒2、東経137度03分37秒2の点 

イ 北緯37度03分44秒1、東経137度04分12秒4の点 

ウ 北緯37度02分54秒2、東経137度04分02秒5の点 

エ 北緯37度03分02秒7、東経137度03分30秒8の点 

 

地 元 地 区 七尾市江泊町及び庵町 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ５９  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市庵町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度03分28秒1、東経137度03分09秒0の点 

イ 北緯37度03分33秒1、東経137度03分36秒4の点 

ウ 北緯37度03分17秒6、東経137度03分33秒6の点 

エ 北緯37度03分17秒5、東経137度03分07秒4の点 

 

地 元 地 区 七尾市庵町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ６０  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市佐々波町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度00分40秒8、東経137度05分05秒0の点 

イ 北緯37度00分13秒2、東経137度05分36秒7の点 

ウ 北緯37度00分02秒3、東経137度05分31秒9の点 

エ 北緯37度00分08秒3、東経137度04分51秒9の点 

 

地 元 地 区 七尾市佐々波町 

 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ６１   号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市佐々波町地先 

3 漁場の区域 

次のアからオまでの各点を順次結んだ線及びオの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度01分03秒3、東経137度04分20秒9の点 

イ 北緯37度01分00秒8、東経137度04分42秒1の点 

ウ 北緯37度00分40秒8、東経137度05分05秒0の点 

エ 北緯37度00分08秒3、東経137度04分51秒9の点 

オ 北緯37度00分17秒0、東経137度04分12秒5の点 

 

地 元 地 区 七尾市佐々波町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ６２  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市佐々波町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯37度00分49秒7、東経137度03分32秒4の点 

イ 北緯37度01分03秒3、東経137度04分20秒9の点 

ウ 北緯37度00分17秒0、東経137度04分12秒5の点 

エ 北緯37度00分25秒4、東経137度03分34秒8の点 

 

地 元 地 区 七尾市佐々波町 

 

 

 

 

 



 

免 許 番 号 定  第  ６３  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 雑魚定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市東浜町地先 

3 漁場の区域 

次のアからエまでの各点を順次結んだ線及びエの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯36度58分50秒7、東経137度03分32秒0の点 

イ 北緯36度59分03秒2、東経137度04分12秒2の点 

ウ 北緯36度58分44秒8、東経137度04分09秒0の点 

エ 北緯36度58分43秒1、東経137度03分32秒3の点 

 

地 元 地 区 七尾市黒崎町及び東浜町 

 

 

免 許 番 号 定  第  ６４  号 

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項 

1 漁業の種類、漁業の名称及び漁業の時期 

漁業の種類 漁業の名称 漁 業 の 時 期 

定置漁業 ぶり・さば定置漁業 1月 1日から  12月31日まで 

2 漁場の位置 

七尾市大泊町地先 

3 漁場の区域 

次のアからオまでの各点を順次結んだ線及びオの点とアの点とを結んだ線によって囲まれた区域 

ア 北緯36度57分39秒5、東経137度03分44秒7の点 

イ 北緯36度57分49秒6、東経137度04分30秒0の点 

ウ 北緯36度57分01秒0、東経137度05分07秒0の点 

エ 北緯36度56分56秒9、東経137度05分02秒8の点 

オ 北緯36度57分13秒1、東経137度03分59秒7の点 

 

地 元 地 区 七尾市黒崎町、東浜町及び大泊町 

 

 

 

 

 


